
今年度より受入れ時間が変わります。

重 量 17㎏未満 17㎏以上
34㎏未満

34㎏以上
51㎏未満

51㎏以上
68㎏未満

68㎏以上
85㎏未満

以降、17㎏
増加するごとに

500円加算されます料 金 500 円 1,000 円 1,500 円 2,000 円 2,500 円

重量に応じて下記料金がかかります。（計量の都度、現金にて徴収いたします。）
●料金は、トラックの総重量から車検証に記載の「車両重量」を差し引いて算出します。
●計量時に付着している雨水や土等も重量に含まれますので、保管には十分ご注意ください。
●計量機器の都合により、4t 以上の車両は搬入できません。 夏場（6月～９月）　　　7：30～10：30

10月～３月　　　　　9：00～12：00

※鉾田市在住の方はどの受入れ所にも搬入できます。

旭地区（JA 茨城旭村キュアリング貯蔵施設） 

鉾田地区（JA ほこた鉾田中央野菜選荷場） 

大洋地区（JA ほこた人参洗浄選別施設） 

農　ビ

重 量 13㎏未満 13㎏以上
26㎏未満

26㎏以上
39㎏未満

39㎏以上
52㎏未満

52㎏以上
65㎏未満

以降、13㎏
増加するごとに

500円加算されます料 金 500 円 1,000 円 1,500 円 2,000 円 2,500 円

ポ　リ

重 量 8㎏未満 ８㎏以上
16㎏未満

16㎏以上
24㎏未満

24㎏以上
32㎏未満

32㎏以上
40㎏未満

以降、８㎏
増加するごとに

500円加算されます料 金 500 円 1,000 円 1,500 円 2,000 円 2,500 円

粗悪品

旧

-

産業廃棄物を収集運搬する際には、
その車両の両側面に、
次の項目を表示しなければなりません。
１．産業廃棄物を収集運搬している旨の表示（文字サイズ５cm 以上）
２．排出事業者名（文字サイズ 3cm 以上）

産業廃棄物収集運搬車

鉾田市農業用プラスチック適正処理推進協議会

排出事業者名

（みほん）

必ず車両の両側に表示する

積載重量を超えて積込を行うと、
大きな事故につながり、
道路交通法による行政処分の対象になります。
積載重量を超えた場合は受け入れできませんので、
数回に分けて搬入してください。

※本年度より、受入料金を改定いたしました。
※鉾田市では処理費用の一部を助成しています。 （令和 8 年 6 月～令和９年３月）受 入 料 金  受入日・受入時間

受入所案内

搬入時の注意点

明日の農業につなげるため、
今、私たちにできること。

●農業用使用済プラスチックは「産業廃棄物」です。
●「野焼き」「不法投棄」は厳しい処罰の対象になります。

鉾田市役所／農業振興課0291-33-2111（代表）0291-36-7651（直通）
鉾田市農業用プラスチック適正処理推進協議会

農業用使用済プラスチック

 リサイクル回収のお知らせ

回収された農業用プラスチックは、私たちの身近な暮らしの中で再び活用されています。

農ビは、マットやフローリングの中間材などに、ポリは、パレット、擬木、建築・土木資材、園芸資材、補助燃料などにリサイクルされます。

令和

８
年度


